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令和８年度 

奈良県起業家支援事業 

起業支援金 募集の手引き 
（令和 8年６月 8日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔申請期間〕 

 

  令和 8年６月 8日（月）から令和 8年７月１7日（金）１７時（必着） 

 

〔問い合わせ先〕 

 

奈良県起業家支援事業 事務局 （一般社団法人 TOMOSU） 
  

公式ＨＰ：https://www.pref.nara.lg.jp/kigyokashien/index.html 

問い合わせ：https://forms.gle/N57VDeYC4aHpgz7K6     
電話番号：0742-９４-５３１１ 

メ ー ル：kigyo★tomosu.org 

※★を@に変更して、メールを送付してください。 

住 所：〒630-8217 奈良市橋本町３－１ 
 

 

※申請等の手続きにあたり、「奈良県起業家支援事業費補助金交付要綱」を必ずご確認の上、 

申請を行ってください。 

※本資料は必要に応じて改訂されることがあります。最新の資料は公式 HPよりご確認ください。 

問い合わせはこちら HPはこちら 

https://forms.gle/N57VDeYC4aHpgz7K6
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奈良県起業家支援事業費補助金とは 

【目的】 

奈良県起業家支援事業費補助金は、奈良県の起業の機運醸成と奈良県経済の

活性のため、県内での起業に必要な費用を支援する制度です。 

 

【応募にあたっての注意事項】 

○補助金の交付を受けるためには、「事業計画」を策定し、それに従って事業を行

う必要があります。また、審査を通過する必要があります。 

○本補助金は後払いです。そのため、事業を行う際には自己負担が必要です。 

○すべての経費が補助の対象となるわけではありません。→詳しくは９Ｐ 

○事業終了後５年間は、毎年度４月末日までに、当該補助事業にかかる前年度の

売上高等について、事業化状況報告書の提出が必要です。 

○当該補助事業において、事業化状況報告書に基づき、収益額の一部を納付い

ただく場合があります。 

 

【補助率・補助上限額】 

本事業における補助率等は以下のとおりです。 

類型 起業枠 第二創業枠 事業承継枠 

補助率 ２分の１以内 

補助金額 上限：２００万円 

 

【申請類型一覧】 

類型 概要 

起業枠 起業に必要な経費を補助 

第二創業枠 Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野へ新た

に進出する際に必要な経費を補助 

事業承継枠 前任者から事業を引き継いだ者が、Society5.0関連業種等

の付加価値の高い産業分野へ新たに進出する際に必要な経

費を補助 
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Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での第二創業・事業承継とは

・・・未来技術を活用した新たな社会システムづくり等に関連することです。 

→詳しくは7P 

 

補助対象者 

【申請者の条件】 

本補助金に申請する人は、次のすべての要件にあてはまる必要があります。 

 

① 個人事業主、または法人の代表者であること（予定を含む） 

② 中小企業者であり、みなし大企業でないこと （→詳しくは５P） 

③ 奈良県内に居住していること（予定を含む） 

④ 住民税を滞納していないこと 

⑤ 訴訟および法令遵守上の問題を抱えていないこと 

⑥ 申請者または設立される団体の役員が暴力団等の反社会的勢力または反社

会的勢力と関係を有する者ではないこと 

 

【実施する事業の条件】 

本補助金を利用する事業は、下記の要件にあてはまる必要があります。 

要件 
起

業 

第二

創業 

事業

承継 

地域課題の解決に資する事業であること（詳しくは６P） ○ ○ ○ 

デジタル技術を活用して行う事業であること（詳しくは６P） ○ ○ ○ 

奈良県内で実施する事業であること ○ ○ ○ 

公序良俗に反する事業でないこと ○ ○ ○ 

他の補助金等と重複して行う事業でないこと ○ ○ ○ 

令和8年6月8日（月）～令和9年2月26日（金）の間に個人事業の開業届

出又は法人等の設立の登記を行い、新たに事業を開始すること 
○   

Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野であること 

（詳しくは７P） 
 ○ ○ 
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令和8年6月8日（月）～令和9年2月26日（金）の間に同一法人（または

個人）が、既存事業とは異なる新たな事業に取り組むこと 
 ○ ○ 

令和8年6月8日（月）～令和9年2月26日（金）の間に代表者の交代を行

い、新たな事業に取り組むこと 
  ○ 

※「新たな事業に取り組むこと」とは…日本標準産業分類上の小分類が、既存事業と異なる事業

を新たに実施すること。 

  （例）【既存事業】小分類：菓子・パン小売業 （コード：586） 

【新たな事業】小分類：靴・履き物小売業 （コード：574） 

※日本標準産業分類は下記ページより確認してください。 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000890407.pdf 

 

 

【中小企業者とは】 

下表に該当する法人、個人事業主等を指します。 

業種 資本金 常勤従業員数 

製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下 

卸売業 1億円以下 100人以下 

サービス業 

（ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く） 
5,000万円以下 100人以下 

小売業 5,000万円以下 50人以下 

ゴム製品製造業 

（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト

製造業を除く） 

3億円以下 900人以下 

ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下 

旅館業 5,000万円以下 200人以下 

分類については産業分類の改訂に準拠します。 

（https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/index.
htm） 

 

【みなし大企業とは】 

次のいずれかに該当する者とする。 

ア）発行済株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業が

所有している中小企業者 

イ）発行済株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を複数の大企業が
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所有している中小企業者 

ウ）大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占め

ている中小企業者 

 

【地域課題の解決とは】 

事業を通して、下記のいずれかの地域課題の解決に役立つ事業である必要が
あります。 

○医療・福祉・子育て支援 

○県内経済好循環の促進 

○農・畜産・水産業・林業・木材産業の振興 

○環境・エネルギー 

○生活の安全・安心 

○住みよいまちづくり 

○県南部・東部の振興 

○観光の促進 

 

＜地域課題の解決となり得る事業の例＞ 

○奈良県産の食材を利用して飲食店を開業する 

○空き家を利用して飲食店を開業する 

○南部地域で移住者用の交流施設を運営する 

○奈良県産の木材・染料等を活用した工芸作品の販売会を開催する 

○外国人観光客向けに奈良の観光ルートを提供する  等 

 

【デジタル技術の活用とは】 

生産性の向上・機会損失の解消および顧客の利便性の向上につながるデジタル

技術を活用していることを指します。 

 

＜デジタル技術の活用となり得る事業の例＞ 

○ネット上での予約を受け付ける 

○ネットショップを開設する 

○電子決済に対応する 

○ＳＮＳでの広報を行う  等 
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【Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野とは】 

Society5.0とは 

これまでの情報社会（Society 4.0）では、人がサイバー空間に存在するクラウ

ドサービス（データベース）にインターネットを経由してアクセスして、情報やデータ

を入手し、分析を行ってきました。一方、Society 5.0は、サイバー空間（仮想空間

）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより実現します。 

Society 5.0では、フィジカル空間のセンサーからの膨大な情報がサイバー空

間に集積されます。サイバー空間では、このビッグデータを人工知能（AI）が解析

し、その解析結果がフィジカル空間の人間に様々な形でフィードバックされます。 

第二創業枠・事業承継枠での該当業種 

Society5.0の実現にむけて、未来技術を活用した事業であれば、業種・分野

等の制限はありません。 

  

＜Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野に該当する事業の例＞ 

○情報通信業：AIを活用し、観光客へ奈良県の観光ルート・旅行プランを提供す

る。 

○建設業：各工事現場の情報をオンライン上で一括管理し、業務を効率的に実 

施する。 

○飲食店：在庫管理、受発注等をオンラインで行い、食品ロスを減らす。 

○医療・福祉：医療・介護現場でのロボットによる支援で負担を軽減する。 

 

さらに詳しく知りたい方はこちら 

  →内閣府(Society5.0資料)

（https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/society5_0.pdf） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/society5_0.pdf
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補助対象経費について 

起業等のために必要な経費のうちで、以下の条件①～③のすべてにあてはまる

経費が補助の対象となります。 

なお、内容により補助対象とならない場合がありますので、事前に交付要綱（HP

よりダウンロード）・補助対象経費について（本手引き ９P～１２P）をご確認くださ

い。 

① 起業等に必要な経費 

② 補助対象期間内に発生～支払いまでを終えた経費 

③ 領収書、レシート等により金額・内容・支払いの事実等が確認できる経費 

 

【補助対象期間】 
 

補助金の交付決定日（P１４参照）から補助事業の完了日（最長：令和９年2月２

６日（金））の間に契約・注文・購入・支払いをした経費が補助対象となります。 

 

【主な注意事項】 

① 請求書や領収書、納品書は必ず保管してください。 

領収書等の支払いの根拠となる書類が用意できない場合、補助対象経費と

認められません。特に、電子商取引、QRコード決済、バーコード決済、交通系カー

ド決済での支払いを行う場合にお気を付けください。 

② 補助対象事業に使用したと明確に判断できる経費が対象です。 

文房具等の消耗品やガソリン、車両等は汎用性が高く、補助事業に使うと断

定できないため、補助対象外となります。 

③ 補助対象期間内に発生した経費が対象です。 

注文から支払い完了までを補助対象期間内に行ってください。 

 

６/８ ７/１７ 

１７：００ 

交付決定日 

（８月下旬～９月上旬） 

２/２６ 

募集期間 補助対象期間 

事業計画書
提出

審
査

採
択

補助金

申請

補助対象
事業実施

実績
報告

補助金

支払い

この期間に購入・支払

いをした経費が補助対

象となります 
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〈補助対象外となる経費の例〉 
  ○交付決定前に契約・注文・購入・支払をした経費 

○中古品、オークションによる購入物 

○一般的な市場価格と比較して著しく高額であるもの 

○クレジットカード払い等で、口座から引き落とされた日が補助対象期間を過

ぎているもの 

○商号の登記、会社設立登記、登記事項変更等に係る登録免許税 

○定款認証料、収入印紙代 

○その他、官署に対する各種証明類取得費用（例：印鑑証明等） 

○通信運搬費（例：電話代、切手代、インターネット利用料金） 

○光熱水費 

○雑誌購読料、新聞代、書籍代 

○団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料 

○飲食、奢侈、遊興、娯楽、接待の費用 

○自動車等車両の修理費、車検費用 

○税務申告、決算書作成のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴

訟等のための弁護士費用 

○振込手数料、代引き手数料 

○三親等以内の家族への発注 

○クーポン、ポイント、金券、商品券、マイレージ等、法定通貨以外での支払い 

○本人及び従業員のスキルアップ、能力開発のための講習、勉強会、研修参加や

資格取得等に要する費用 

○各種保証・保険料 
 

【経費の種類】 

経費区分 費目 例示 

人件費 人件

費 

【対象となる経費】 

・本補助事業に直接従事する従業員（パート、アルバイト含む）に対する給

与及び賃金の内、支払いが明確なもの（直接従業員の口座に振り込ま

れた金額） 

【対象とならない経費】 

・人件費を支払った際に発生する預り金（例：所得税・住民税・社会保険

料の本人負担分・財形貯蓄等による控除額） 

・雇用主が負担する社会保険料、労働保険料等の法定福利費 

・通勤手当、交通費に含まれる消費税及び地方消費税・地方消費税相当

 額 

・法人の場合、代表者及び役員（監査役、会計参与を含む）の人件費 

・組合の場合は、役員及組合員の人件費 
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・個人事業主の場合は、本人の人件費 

・補助金申請者の三親等以内の親族を対象とした人件費 

・食事手当、レクリエーション手当等の飲食、娯楽に当たる手当 

事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

店舗

等借

料 

 

【対象となる経費】 

・補助事業に直接関係する県内の店舗、事務所、駐車場の賃借料、共益

費 

※自宅兼店舗・事務所について、当該物件が賃貸物件の場合は、店舗・

事務所専用部分に係る賃借料のみ対象となるため、面積按分等適切

な方法で本補助金事業に該当する部分に係る賃借料の算出を行うこ 

と。また、実績報告時に内容が分かる書類を提出すること。 

【対象とならない経費】  

・店舗、事務所、駐車場の敷金、礼金、保証金、仲介手数料 

・事業に直接関係のない店舗・事務所・駐車場 

・各種保険料 

・交付決定前に契約を行った店舗・事務所・駐車場等の借料 

設備

費 

【対象となる経費】 

・県内の店舗、事務所の開設に伴う外装工事、内装工事費用  

・本補助事業に使用する機械装置、工具、器具、備品の調達費用（食器、 

家電、家具、店内装飾品等） 

【対象とならない経費】  

・１０万円（税込）未満の消耗品（文房具・コピー用紙等） 

・中古品購入費 

・不動産の購入費 

・車両の購入費 

（ただし、移動販売等を目的とした車の内装・改造工事費は補助対象） 

・汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定でき 

ない物品の調達費用 

原材

料費 

【対象となる経費】 

・試供品、サンプル品の制作に係る経費（補助事業期間内に使い切ること 

を原則とします。）  

【対象とならない経費】  

・主として販売のための原材料仕入れ・商品仕入れと見なされるもの 

借料 【対象となる経費】  

・県内で使用する機械装置、工具、器具、備品のリース料、レンタル料  

【対象とならない経費】 

・汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に明確に必要なものと特 

定できない設備のリース料、レンタル料  

・既に借用している設備に対する交付決定日より前に支払った賃借料 
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事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知的

財産

権等

関連

経費 

 

【対象となる経費】 

・本補助事業と密接に関連し、その実施に必要となる特許権等の取得に

要する弁理士費用 

・外国特許出願のための翻訳料 

・先行技術の調査に係る費用 

※事業完了までに出願手続き及び費用の支払いが完了していることが条

件です。 

※出願人は本補助金への応募者（法人の場合は法人名義）のみとします。 

※補助事業者に権利が帰属することが条件です。 

・本補助事業と密接に関連し、その実施に必要となる特許権等の利用に

要する費用 

【対象とならない経費】 

・他社からの知的財産権等の買い取り費用 

・特許庁に納付される出願手数料 

・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費 

・国際調査手数料・国際予備審査手数料において、特許庁似納付される

手数料 

・外部の者と共同で申請を行う場合の経費 

・本補助事業と密接な関連のない知的財産権等の取得に関連する経費 

謝金 【対象となる経費】 

・本補助事業実施のために依頼した専門家に支払われる経費 

【対象とならない経費】 

・本補助金への応募に関する応募書類作成代行費用 

・一回１０万円を超える謝金 

・源泉徴収分 

旅費 【対象となる経費】 

・本補助事業に必要な国内・海外出張旅費（交通費・宿泊費）の実費分 

※事業者本人、従業員、上記「謝金」において対象となった専門家に対す

るものを含みます。 

【対象とならない経費】 

・鉄道のグリーン車、航空機の国内線プレミアムシートおよび国際線のファ

ーストクラス、ビジネスクラス料金 

・タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料等、公共交通機関によらない旅

費 

・夕食費等の食卓料 

マーケ

ティング

調査費 

【対象となる経費】 

・本補助事業に必要な業務の一部を第三者に外注（請負）するために支

払われる経費 

例：Webサイト作成費、ECサイト出展料、ソフトウェア開発費、デザイン経費 
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事業費 

広報

費 

【対象となる経費】 

・市場調査等に要する郵送料・メールの実費 

・調査に必要な外部人材の費用 

 

【対象とならない経費】 

・切手の購入費 

外注

費 

 

【対象となる経費】 

・広報宣伝費、チラシ・パンフレット等印刷費、展示会出展費用（出展料、

配送料） 

・宣伝に必要な外部人材の費用 

・ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費 

・販路開拓に係る事業説明会開催等費用 

【対象とならない経費】 

・切手の購入費 

委託費 委託

費 

【対象となる経費】 

・補助事業の遂行に必要な業務の一部を第三者に委託（委任）するため

に支払われる経費 

※委託契約が必要です。例：市場調査等 

その他 その

他 

【対象となる経費】 

知事が必要と認める経費 
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【「審査申込み」から「事業完了」までの流れ】 

① 審査申込み（事業者が実施） P1３ 

② 審査・採択 

P14 

③ 補助金申請（事業者が実施） 

④ 補助事業の実施（事業者が実施） 

⑤ 変更申請（必要に応じて） 

⑥ 実績報告書の提出（事業者が実施） 

⑦ 確定検査・補助金額の確定 

P1５ 
⑧ 補助金の請求（事業者が実施） 

⑨ 補助金の入金 

⑩ 事業化報告（事業者が実施） 

 

① 審査申込み（事業者が実施） ※７月１７日（金）１７時まで 

1. 下記のエントリーフォームより、基本情報を入力してください。 
https://forms.gle/aje55XCndxfvaG439 
 

2. フォーム送信後、奈良県起業家支援事業WEBサイトに掲載されている応募
様式をダウンロードいただき、必要書類を事務局宛にメールにてご提出くだ
さい。 
必要書類の提出をもって、正式に審査申込み完了となります。 

 
    件名：【応募】奈良県起業家支援事業（氏名フルネーム） 
宛先：kigyo★tomosu.org 
※★を＠に変更して、メールを送付してください。 
※1者、1事業計画書までの提出になります。 

 
必要書類 

（１）申請書（第 1号様式） 

（２）事業計画書（別紙 1） 

（３）補助事業経費内訳書（別紙 2） 

（４）誓約書（別紙 3） 

（５）その他事業の参考となる書類 

※ファイルは全て PDFに変換した上でご提出ください。 

※ファイル名は、「【氏名フルネーム】_書類名」に統一してください。 

※（５）その他事業の参考になる書類のデータ容量は目安として合計２０MB以 

内、かつ資料は A4用紙に 10枚以内となるよう調整をお願いいたします。 

エントリーフォーム 

 

https://forms.gle/aje55XCndxfvaG439
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② 審査・採択 

・提出された申請内容について、外部有識者等により審査を行います。 
・審査によって評価の高い順から採択されます。 

 
一次：書面審査 外部有識者等により提出された申請内容に

ついて審査を行います。 

二次：プレゼンテーション審査 書面審査通過者のみ、 
８月３日（月）または８月４日（火）に申請者
によるプレゼンテーション審査がございます。 
書面審査を通過された方に、別途案内を通
知いたします。 
※追加資料の提出はできません。 
※原則、申請者お一人でプレゼンを行ってく
ださい。 

 

③ 補助金申請（事業者が実施） 

補助金の採択者に対して、別途奈良県担当者より交付内定をご連絡いたします。 

交付内定された事業者は交付申請書（第3号様式）に記載の書類を提出してく

ださい。 

奈良県より交付決定通知書（第4号様式）を発行いたします。 

※交付申請書に加え、見積書等、補助事業経費内訳書の積算根拠となる資料が

必要です。 

※交付決定通知書の発行をもって、正式に本補助金の補助対象者となります。 

※交付決定通知書に記載の日付が交付決定日となります。 

 

④ 補助事業の実施（事業者が実施） 

交付決定通知書を受領後、申請時に提出した事業計画に沿って、事業を実施し

てください。事業は補助対象期間内に完了してください。 

 

⑤ 変更申請（必要に応じて事業者が実施） 

補助事業の内容に変更がある、または、経費の使い道に変更がある場合は、変更

承認申請書（第５号様式）の提出が必要です。 

担当者にご相談ください。 

 

⑥ 実績報告書の提出（事業者が実施） 

補助事業終了後から起算して３０日以内または、令和９年2月2６日（金）のいず

れか早い日までに補助事業の実施内容と経費内容を取りまとめた実績報告書（

第１１号様式）、証拠書類をご提出ください。 
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※証拠書類とは、見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、領収書の写し等のこ

とです。 

※採択者に対しては、令和９年１月頃に改めてお知らせします。 

 

⑦ 確定検査・補助金額の確定 

実績報告のほか、支出ごとの証拠書類について、審査・確認を行い、補助金額

を確定します。 

経費ごとに必要な書類は異なりますが、証拠書類の提出ができない物は補助

対象と認められません。 

内容に不備があった場合、修正や書類の追加提出をしていただきます。（数回

やり取りする場合があります。）不備が解消されない場合や要件を満たさない場合

は、補助金額が減額される可能性があります。 

 

⑧ 補助金の請求（事業者が実施） 

補助金額が確定した後、額の確定通知書（第1２号様式）を送付いたしますの

で、金額を確認して、請求書（第1３号様式）をご提出ください。 

 

⑨ 補助金の入金 

請求書確認後、補助金を交付（入金）いたします。 

（請求後、事務手続きを行うため、数週間程度お時間いただきます。） 

 

⑩ 事業化報告（事業者が実施） 

補助金交付後 5年間、事業化報告書（第 1７号様式）の提出が必要です。 

補助事業のその後の実施状況や経営状況をお伺いします。 
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②  

【移住支援金について】 

起業家補助金の採択者で、かつ東京２３区からの移住者は、市町村から移住支

援金を受け取れる場合があります。 

移住支援金/奈良県公式 HP

（https://www.pref.nara.lg.jp/n102/53355.html） 

 

【移住支援金の条件】 

以下①～③すべての条件を満たす方が支給対象です。 

※移住先の市町村によって条件が異なる場合があります。必ず移住先の市町村

へお問い合わせください。 

※移住支援金を実施していない市町村に移住された場合、移住支援金を受け取

ることはできません。（移住支援金実施市町村一覧→１７P） 

 
 

 

 

 

 

① 移住先に継続して在住する予定であること 

② 直近の１年間は東京２３区内に在住、または東京圏から２３区内に通勤 

③ 過去 10年間のうち通算５年以上東京２３区内に在住、または東京圏から東京

２３区内に通勤 

 

東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域を除く地域をいいます。 

【条件不利地域】 

東京都：檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神対馬村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ

島村、小笠原村 

埼玉県：秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、

皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 

千葉県：銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、

山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜

町、御宿町、鋸南町 

神奈川県：三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 

10年前

1年前

移住

１年後

５年後

申請可能期間 

① 移住先に継続して在住予定 ③ 
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※東京２３区内の大学等へ通学し、２３区内の企業へ就職した者については、通学期間も本事業

の移住元としての対象期間に加算できます。 

 

【支給金額】 

2人以上の世帯の場合 100万円／世帯 

単身世帯の場合 60万円／人   

 

【申請手続き】 

移住支援金対象者の要件を満たし支給を希望される方は、移住先の市町村に

申請を行ってください。 

申請手続きの詳細につきましては、移住先の市町村にお問い合わせください。 

 

【移住支援金のお問い合わせ窓口】 

移住支援金の実施市町村および窓口は移住先の市町村となります。 移住支援

金の事業開始時期及び要件の適用時期等制度の内容は市町村により異なる場合

がありますので、各市町村へお問い合わせください。 

※記載のない市町村（奈良市・大和高田市・安堵町・田原本町）に移住支援金 

制度はありません。 

（令和８年 4月 1日時点） 

市町村 担当課 電話番号 

 大和郡山市  企画政策課  0743-53-1160(直通) 

 天理市  産業振興課  0743-63-1001(内線) 

 橿原市  地域振興課  0744-21-1117(直通) 

 桜井市  行政経営課  0744-42-9111(内線256) 

 五條市  企画政策課  0747-22-4001(内線206) 

 御所市  企画政策課 地域活性推進室  0745-44-3641(直通) 

 生駒市  商工観光課  0743-74-1111(内線2261) 

 香芝市  都市政策交通課  0745-76-2001(代表) 

 葛城市  企画政策課  0745-44-5016(直通) 

 宇陀市  市民協働課  0745-82-2130(直通) 

 山添村  地域振興課  0743-85-0048(直通) 

   平群町    まち未来推進課    0745-45-1002(直通) 
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 三郷町  まちづくり推進課  0745-43-7313(直通) 

 斑鳩町  政策財政課  0745-74-1001(代表)  

   川西町    総合政策課    0745-44-2213(直通) 

 三宅町  政策推進課  0745-44-3070(直通) 

 曽爾村  企画課  0745-94-2116(直通) 

 御杖村  むらづくり振興課  0745-95-2001(代表) 

 明日香村  総合政策課  0744-54-2001(代表) 

 高取町  総合計画課  0744-52-3334(代表) 

 上牧町  企画財政課  0745-76-2502(直通) 

 王寺町  まちづくり推進課  0745-73-2001(代表) 

 広陵町  総合政策課  0745-55-1001(内線1225) 

 河合町  政策調整課  0745-57-0200(代表) 

 吉野町  総合政策課  0746-39-9070(直通) 

 大淀町  企画財務課  0747-52-5517（直通） 

 下市町  地域づくり推進課  0747-52-0001(代表) 

 黒滝村  企画政策課  0747-62-2031(内線62) 

 天川村  地域政策課  0747-63-0321(内線151)  

 野迫川村  産業課  0747-37-2101(代表) 

 十津川村  総務課企画グループ  0746-62-0910(直通) 

 下北山村  地域振興課  07468-6-0001(代表) 

 上北山村  企画政策課  07468-2-0002(直通) 

 川上村  くらし定住課  0746-52-0111(代表) 

 東吉野村  総務企画課  0746-42-0441(内線204・201) 

 


